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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材（２０２）と、
　上記基材（２０２）上に配置された自己封止性の気密なシール層（２１０）と
を備える物品（２００）であって、前記シール層が希土類アルミノケイ酸塩を含有し、希
土類アルミノケイ酸塩の組成が、アルミナ／シリカ／希土類酸化物組成図において、
　第１組成点（１０モル％アルミナ、６２モル％シリカ、２８モル％希土類酸化物）と第
２組成点（４０．５モル％アルミナ、４８．５モル％シリカ、１１モル％希土類酸化物）
とを結ぶ第１直線と、
　第３組成点（５８．３モル％アルミナ、２７．８モル％シリカ、１４モル％希土類酸化
物）と第４組成点（２４．５モル％アルミナ、４２．５モル％シリカ、３３モル％希土類
酸化物）とを結ぶ第２直線と、
　第１組成点と第４組成点とを結ぶ第３直線と、
　第２組成点と第３組成点とを結ぶ第４直線と
で規定される領域で囲まれた範囲内にある、物品（２００）。
【請求項２】
　前記希土類アルミノケイ酸塩が、イットリウム、スカンジウム、ガドリニウム、ジスプ
ロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム及びルテチウムからなる
群から選択される１種以上の元素を含有する、請求項１記載の物品（２００）。
【請求項３】
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　前記希土類アルミノケイ酸塩の組成が、アルミナ／シリカ／希土類酸化物組成図におい
て、
　第１組成点（１２．５モル％アルミナ、６１モル％シリカ、２６．５モル％希土類酸化
物）と第２組成点（３８．５モル％アルミナ、４９．５モル％シリカ、１２モル％希土類
酸化物）とを結ぶ第１直線と、
　第３組成点（４９モル％アルミナ、３４モル％シリカ、１７モル％希土類酸化物）と第
４組成点（２４モル％アルミナ、４５．５モル％シリカ、３０．５モル％希土類酸化物）
とを結ぶ第２直線と、
　第１組成点と第４組成点とを結ぶ第３直線と、
　第２組成点と第３組成点とを結ぶ第４直線と
で規定される領域で囲まれた範囲内にある、請求項１記載の物品。
【請求項４】
　前記希土類アルミノケイ酸塩の組成が、アルミナ／シリカ／希土類酸化物組成図におい
て、第１組成点（１２．５モル％アルミナ、６１モル％シリカ、２６．５モル％希土類酸
化物）と第２組成点（１７．５モル％アルミナ、５３モル％シリカ、２９．５モル％希土
類酸化物）とを結ぶ第１線分と、第２組成点と第３組成点（２４モル％アルミナ、４５．
５モル％シリカ、３０．５モル％希土類酸化物）とを結ぶ第２線分とで規定される複合線
分で規定された範囲内にある、請求項１記載の物品。
【請求項５】
　前記シール層（２１０）が該シール層（２１０）の内面に配置される追加材料を含有し
ない、請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の物品（２００）。
【請求項６】
　前記基材（２０２）がケイ素を含有する、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載の
物品（２００）。
【請求項７】
　さらに基材（２０２）とシール層（２１０）の間に配置されたボンドコート（２０４）
を含む、請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の物品（２００）。
【請求項８】
　前記ボンドコート（２０４）がケイ素を含有する、請求項７記載の物品（２００）。
【請求項９】
　さらにシール層（２１０）上に配置されたトップコート（２０６）を含む、請求項１乃
至請求項８のいずれか１項記載の物品（２００）。
【請求項１０】
　前記トップコート（２０６）がセラミック材料を含有する、請求項９記載の物品（２０
０）。
【請求項１１】
　前記トップコート（２０６）が希土類一ケイ酸塩及び希土類二ケイ酸塩から選択される
１種以上の材料を含有する、請求項１０記載の物品（２００）。
【請求項１２】
　さらに、前記シール層（２１０）とボンドコート（２０４）の間に配置された中間層を
含み、該中間層がシリカに対して不活性な希土類二ケイ酸塩を含有するバリア材料を含有
する、請求項７乃至請求項１１のいずれか１項記載の物品（２００）。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高温で用いる機械部品に関する。本発明は特に、機械部品を高温環境への曝
露から保護するための皮膜（コーティング）系に関し、またかかる物品を保護する方法に
関する。
【背景技術】
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【０００２】
　セラミックス、合金及び金属間化合物などの耐熱性材料は、ガスタービンエンジン、熱
交換器、内燃機関などの用途での高温使用に設計された構造に用いるのに有用な特性をも
っている。しかし、これらの用途に特徴的な環境はしばしば、反応性種、例えば水蒸気を
含有し、これらの反応性種は高温で材料構造に有意な劣化をもたらす原因となる。例えば
、水蒸気は、ケイ素含有材料における有意な表面へこみや質量損失の原因となることが確
かめられている。水蒸気は高温で構造材料と反応して、揮発性のケイ素含有種を形成し、
しばしば許容範囲を超える高い後退速度となる。
【０００３】
　高温水蒸気などの反応性種による攻撃を受けやすいケイ素含有材料などの材料には、環
境バリア皮膜（ＥＢＣ＝environmental barrier coating）が適用される。ＥＢＣは環境
と材料表面との接触を阻止することで保護を与える。例えばケイ素含有材料に適用される
ＥＢＣは、高温の水蒸気含有環境で比較的高い化学的安定性を示すように設計されている
。例えば、米国特許第６４１０１４８号に開示されているような、従来のＥＢＣシステム
は、ケイ素含有基材に適用されたケイ素又はシリカボンド層と、ボンド層上に堆積された
、ムライトもしくはムライト－アルカリ土類アルミノケイ酸塩混合物を含有する中間層と
、中間層上に堆積された、アルカリ土類アルミノケイ酸塩を含有するトップ層とを含む。
別の例として、米国特許第６２９６９４１号のトップ層は、アルミノケイ酸塩ではなくケ
イ酸イットリウム層である。
【０００４】
　上記皮膜システムは、厳しい環境下で物品に適当な保護を与えるが、依然としてコーテ
ィング性能の向上が要求されている。現行のＥＢＣ技術では通常、皮膜を堆積するのにプ
ラズマ溶射法を採用している。主として、このプロセスが様々な材料を堆積できるという
融通性をもち、大きなプロセス変更なしに広い範囲の膜厚を提供でき、皮膜層を堆積する
のが比較的容易であるという理由からである。しかし、プラズマ溶射により加工したセラ
ミック皮膜はしばしば、望ましくない開口気孔を、微細なクラック（「マイクロクラック
」）が元々は閉じた気孔やボイドを横切るクラック網の形態で含有する。マイクロクラッ
ク網は、主として皮膜堆積プロセスに固有の急冷及び凝固クラック及びボイドにより形成
され、多くの場合、順次堆積される材料の層間や、溶融又は部分溶融粒子を皮膜表面に溶
射するときに形成される個別の「スプラット」（splat）間に、クラックができる。ＥＢ
Ｃ用途では、皮膜中の開口気孔は有害である。開口気孔は水蒸気や他のガス種の浸透を簡
単に許す通路となり、したがってその下の皮膜層の局部的劣化を促進する。
【０００５】
　セラミック皮膜における開口気孔の問題を軽減するために、種々の方法が実施されてい
る。ある用途では、プラズマ溶射法を用いて皮膜を高温（Ｔ＞８００℃）の基材に堆積し
ている。高温基材への堆積は基材温度と被覆材料の溶融温度の差を少なくするので、急冷
クラック（焼割れ）が生成する傾向が低くなる。しかし、高温体積プロセスを大きな部品
に拡張適用することは、基材温度が高く、部品及び被覆用ハードウェアの操作に関連した
制約があるため、難しい。他の用途では、プラズマ溶射ＥＢＣ皮膜に堆積後処理を施し、
非気密皮膜構造を、例えば可溶性有機及び無機塩及びアルコキシドのような、熱処理時に
、皮膜母材と適合性のある最終気孔充填材料を生成する適当な材料の前駆物質で含浸する
。充填材料は水蒸気の侵入を許す通路を閉塞するか限定する。このようなプロセスは米国
特許出願第１１／２９８，７３５号に記載されている。この方法は実施が比較的容易であ
るが、皮膜浸透性の改良を達成するのに多数回の含浸－焼尽サイクルを必要とし、場合に
よっては、気密性の不完全な皮膜構造となる。
【特許文献１】米国特許第６２９６９４１号明細書
【特許文献２】米国特許第６４１０１４８号明細書
【特許文献３】米国特許第６７５９１５１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　したがって、水蒸気その他の有害な環境派生種に対してバリアとなる優れた能力を有す
る頑強な皮膜系により保護された物品が必要とされている。また、このような物品を経済
的かつ再現性のある態様で製造する方法も必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は上記その他の要求を満たす。一実施形態は、基材及びこの基材上に
配置された自己封止性の実質的に気密なシール層を備える物品である。基材は、ケイ素含
有セラミックスやセラミックマトリックス（母材）複合材料など、耐熱性材料のいずれで
もよい。
【０００８】
　本発明の別の実施形態は、ケイ素を含有する基材と、基材上に配置されたケイ素を含有
するボンドコートと、ボンドコート上に配置された自己封止性の実質的に気密なシール層
と、シール層とボンドコートの間に配置された中間層と、シール層上に配置されたトップ
コートとを備える物品である。中間層はシリカに対して実質的に不活性なバリア材料を含
有する。シール層は希土類アルミノケイ酸塩を含有し、希土類アルミノケイ酸塩の組成が
、アルミナ／シリカ／希土類酸化物組成図において、（１）第１組成点（１０モル％アル
ミナ、６２モル％シリカ、２８モル％希土類酸化物）と第２組成点（４０．５モル％アル
ミナ、４８．５モル％シリカ、１１モル％希土類酸化物）とを結ぶ第１直線と、（２）第
３組成点（５８．３モル％アルミナ、２７．８モル％シリカ、１４モル％希土類酸化物）
と第４組成点（２４．５モル％アルミナ、４２．５モル％シリカ、３３モル％希土類酸化
物）とを結ぶ第２直線と、（３）第１組成点と第４組成点とを結ぶ第３直線と、（４）第
２組成点と第３組成点とを結ぶ第４直線とで規定される領域で囲まれた範囲内にある。
【０００９】
　本発明の他の実施形態は、物品の製造方法である。本方法は、基材を用意し、基材上に
自己封止性シール層を配置し、シール層をシール層の少なくとも一部が流れる封止温度に
加熱する工程を含む。
【００１０】
　本発明のさらに他の実施形態は、物品の製造方法である。本方法は、ケイ素を含有する
基材を用意し、ケイ素を含有するボンドコートを基材上に配置し、シリカに対して実質的
に不活性なバリア材料を含有する中間層をボンドコート上に配置し、中間層上に自己封止
性シール層を配置し、シール層をシール層の少なくとも一部が流れる封止温度に加熱する
とともに、シール層を封止温度に実質的に気密な層を形成するのに有効な時間維持し、シ
ール層上にトップコートを配置する工程を含む。シール層は希土類アルミノケイ酸塩を含
有し、希土類アルミノケイ酸塩の組成が、アルミナ／シリカ／希土類酸化物組成図におい
て、（１）第１組成点（１０モル％アルミナ、６２モル％シリカ、２８モル％希土類酸化
物）と第２組成点（４０．５モル％アルミナ、４８．５モル％シリカ、１１モル％希土類
酸化物）とを結ぶ第１直線と、（２）第３組成点（５８．３モル％アルミナ、２７．８モ
ル％シリカ、１４モル％希土類酸化物）と第４組成点（２４．５モル％アルミナ、４２．
５モル％シリカ、３３モル％希土類酸化物）とを結ぶ第２直線と、（３）第１組成点と第
４組成点とを結ぶ第３直線と、（４）第２組成点と第３組成点とを結ぶ第４直線とで規定
される領域で囲まれた範囲内にある。
【００１１】
　本発明の上記その他の特徴、観点及び利点は、添付の図面を参照しながら以下の詳細な
説明を読むことにより十分に理解できるはずである。図面中同じ符号は同じ部品を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の一実施形態によれば、物品は、基材及びこの基材上に配置された自己封止性の
実質的に気密な層（以下「シール層」という）を備える。ここで用いる用語「自己封止性
」（セルフシーリング）は、皮膜の少なくとも一部分が、皮膜の大部分の溶融温度より低
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い既知温度（「シール温度」）以上で液相又はガラス相のような流動相を形成しうる材料
（「シール材料」）から形成されていることを意味する。この液相又はガラス相は、シー
ル温度で流動相がクラックや気孔などの欠陥に流入するのに適当な粘度を有し、かくして
流動相が欠陥を少なくとも部分的に充填し、これにより有害種が外部環境から基材中に移
動するのを阻止する皮膜の能力を高める。この機構により、皮膜は自己封止することがで
きる。即ち、皮膜は、例えば別のシール材料を気孔やクラック内に堆積せずとも、有害種
の移動に対する阻止能力を高めることができる。したがって、一実施形態では、シール層
は、シール層の内面に配置される追加の材料を実質的に含有しない。この限定は、勿論、
追加の層をシール層の上に配置する実施形態を排除しない。ここで用いる用語「実質的に
気密な」は、皮膜が通常用いられる測定法の検出限界である約２ｘ１０－１４ｃｍ２（約
２ｘ１０－６Ｄａｒｃｙ）未満の気体透過度を有することを意味する。
【００１３】
　シール材料からなるシール層の割合は、例えば封止する必要がある欠陥の予想密度、流
動相の予想粘度など多数の因子に応じて、選択することができる。一実施形態では、この
割合は全シール層の約１体積％以上であり、特定の実施形態では、この割合は全シール層
の約１０体積％以上である。
【００１４】
　シール温度は代表的には、シール材料内で起こる相転移又は変態に関係している。例え
ば、シール温度は、シール材料内に生成するガラス相のガラス転移温度より高くなるよう
に選択できる。或いは、シール温度は、シール材料内に存在する特定の相もしくは組成に
ついての溶融温度、例えば共融温度もしくは固相線温度以上となるように選択できる。一
実施形態では、シール温度が約９００℃以上であり、別の実施形態では、シール温度が約
１３００℃以上である。一実施形態では、物品の作動温度をシール温度より低くなるよう
に選択し、皮膜が使用中に流動相を再形成することがないようにする。しかし、用途によ
っては、使用中にシール層に流動相が生成しても差し支えないか、望ましいこともある。
それで本発明の実施形態には、シール温度が使用温度より低い実施形態も含まれる。
【００１５】
　一般に、シール層の組成は、所定のシール温度で、シール層の少なくとも一部分が前述
した通りの液相又は流動性ガラス相となるように選択する。組成及び温度の関数としての
相変態挙動は多くの材料について当業界で周知であり、したがって本発明の実施形態に用
いる適当な材料を選択する方法は、本明細書の記述全体から当業者に明らかである。具体
的な用途に用いる特定の材料を選択する際には、通常、上述した相変態特性に加えて、他
の材料特性、例えば耐環境性、製造の容易さ、隣接材料との化学的適合性、その他の特性
を考慮する。
【００１６】
　一実施形態では、シール層はセラミック材料、例えば酸化物を含有する。例えば、ター
ボ機械部品のような高温用途に用いる環境バリア皮膜として利用できるので、アルミノケ
イ酸塩材料を選択することができる。一実施形態では、シール層は希土類アルミノケイ酸
塩を含有する。ここで用いる用語「希土類アルミノケイ酸塩」は、広義には、１種以上の
希土類酸化物、酸化ケイ素及び酸化アルミニウムを混合もしくは反応した生成物であるあ
らゆる材料に適用でき、そしてこの用語は、図１に示すような、希土類酸化物、酸化ケイ
素及び酸化アルミニウムを各頂点とする三元等温断面図内に入る組成を有するあらゆる材
料に適用される。なお、三元等温断面図を図示するが、希土類酸化物成分は、一実施形態
では、２種以上の希土類元素を包含し、この場合全体材料は４種以上の酸化物の混合物又
は生成物となる。例えば、（１）２種以上の希土類酸化物、（２）酸化ケイ素及び（３）
酸化アルミニウムを混合及び／又は反応することにより得られる組成物は、ここで用いる
用語「希土類アルミノケイ酸塩」の範囲内に入るとみなされる。一実施形態では、希土類
アルミノケイ酸塩は、イットリウム、スカンジウム、ガドリニウム、ジスプロシウム、ホ
ルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム及びルテチウムからなる群から選択さ
れる１種以上の元素を含有する。
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【００１７】
　本明細書において、シール層の組成は、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３又はアルミナ）
、酸化ケイ素（ＳｉＯ２又はシリカ）及び希土類酸化物の当量モル％で表記する。この表
記は当業界で汎用されている表記と合致し、例えば二ケイ酸イットリウムのような化合物
は多くの場合Ｙ２Ｓｉ２Ｏ７ではなくＹ２Ｏ３・２ＳｉＯ２（６６．６７モル％ＳｉＯ２

＋３３．３３モル％Ｙ２Ｏ３）と表示される。
【００１８】
　希土類アルミノケイ酸塩組成物は、有効量の望ましい流動相（即ち、液又はガラス相）
を形成できる、高温環境に耐性を示す、経済的に加工できる、又はこれらその他の性能の
組合せを有するため、相対的な利点が得られる。一般に、シリカ、アルミナ及び希土類酸
化物を、約９００℃以上の温度でガラス相又は液相を形成できる相対割合で供給する。一
実施形態では、希土類アルミノケイ酸塩は約６２モル％以下のシリカを含有する。別の実
施形態では、希土類アルミノケイ酸塩は約６０モル％以下のアルミナを含有する。他の実
施形態では、希土類アルミノケイ酸塩は約３３モル％以下の希土類酸化物を含有する。
【００１９】
　皮膜（コーティング）に望まれる特定の用途に応じて、他の希土類アルミノケイ酸塩組
成物を選択することができる。図１を参照すると、一実施形態では、希土類アルミノケイ
酸塩の最大シリカ含量は、アルミナ及び希土類酸化物それぞれの含量の関数であり、アル
ミナ／シリカ／希土類酸化物組成図２０において第１組成点Ａ（１０モル％アルミナ、６
２モル％シリカ、２８モル％希土類酸化物）と第２組成点Ｂ（４０．５モル％アルミナ、
４８．５モル％シリカ、１１モル％希土類酸化物）を通る直線１０で規定される。一実施
形態では、希土類アルミノケイ酸塩の最大アルミナ含量が、シリカ及び希土類酸化物それ
ぞれの含量の関数であり、アルミナ／シリカ／希土類酸化物組成図２０において第１組成
点Ｂ（４０．５モル％アルミナ、４８．５モル％シリカ、１１モル％希土類酸化物）と第
２組成点Ｃ（５８．３モル％アルミナ、２７．８モル％シリカ、１４モル％希土類酸化物
）を通る直線３０で規定される。一実施形態では、希土類アルミノケイ酸塩の最大希土類
酸化物含量が、アルミナ及びシリカそれぞれの含量の関数であり、アルミナ／シリカ／希
土類酸化物組成図において第１組成点Ａ（１０モル％アルミナ、６２モル％シリカ、２８
モル％希土類酸化物）と第２組成点Ｄ（２４．５モル％アルミナ、４２．５モル％シリカ
、３３モル％希土類酸化物）を通る直線４０で規定される。
【００２０】
　さらに有利な組成を、前述した望ましい流動特性を有する相を形成する能力に基づいて
選択できる。一実施形態では、希土類アルミノケイ酸塩の組成は、アルミナ／シリカ／希
土類酸化物組成図において図１の四辺形ＡＢＣＤ（点Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは前記の通り）によ
り画定される領域で囲まれた範囲にある。別の実施形態では、希土類アルミノケイ酸塩の
組成は、図１の四辺形ＥＦＧＨにより画定される範囲にある。ここで、点Ｅは（１２．５
モル％アルミナ、６１モル％シリカ、２６．５モル％希土類酸化物）、点Ｆは（３８．５
モル％アルミナ、４９．５モル％シリカ、１２モル％希土類酸化物）、点Ｇは（４９モル
％アルミナ、３４モル％シリカ、１７モル％希土類酸化物）、点Ｈは（２４モル％アルミ
ナ、４５．５モル％シリカ、３０．５モル％希土類酸化物）である。特定の実施形態では
、希土類アルミノケイ酸塩の組成は、図１の第１線分ＥＩと第２線分ＩＨにより規定され
る複合線分ＥＩＨにより画定される範囲にある。ここで、点Ｅ及びＨは前記の通り、点Ｉ
は（１７．５モル％アルミナ、５３モル％シリカ、２９．５モル％希土類酸化物）である
。
【００２１】
　図２は本発明の一実施形態の物品２００を示す。この特定の実施形態では、シール層２
１０が基材２０２上に配置される。基材２０２は、例えばセラミック、金属合金又は金属
間材料などどのような適当な材料から形成してもよい。一実施形態では、基材はセラミッ
ク、例えば酸化物、窒化物又は炭化物を含有する。基材２０２はケイ素含有材料、例えば
窒化ケイ素、二ケイ化モリブデン又は炭化ケイ素を含有することができる。この材料は、
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ある実施形態では、セラミック母材複合材料、例えば母材相と補強相からなる材料であり
、特定の実施形態では母材相及び補強相が炭化ケイ素を含有する。一実施形態では、物品
２０２はガスタービンアセンブリの部品、例えば燃焼ライナー、移行部品、シュラウド、
ベーン又はブレードである。シール層が基材２０２を高温の水蒸気への曝露から保護でき
ることは、シール層をケイ素含有タービン部品に適用する上で有利である。本発明の実施
形態の適用を、水蒸気による攻撃に対する保護のためにケイ素含有基材に適用する場合に
関して説明するが、これは例示に過ぎず、本発明の実施形態はケイ素含有材料以外の基材
材料を包含する。
【００２２】
　ある用途では、ボンドコート２０４が基材２０２上に配置され、シール層２１０がボン
ドコート２０４上に配置される。ボンドコート２０４を用いて、例えば、熱応力を緩和し
たり、基材２０２とシール層２１０間の化学反応を阻止したりできる。例えば基材２０２
がケイ素含有材料であるような実施形態では、ボンドコート２０４はケイ素を含有する。
例えば、一実施形態のボンドコート２０４はケイ素元素又はケイ化物である。ボンドコー
トがケイ素又は酸化ケイ素を含有するような特定の実施形態では、中間層（図示せず）が
シール層２１０とボンドコート２０４間に配置される。中間層は、酸化ケイ素に対して実
質的に不活性なバリア材料から形成され、皮膜システムの化学的安定性を高める。ここで
「実質的に不活性な」は、シリカとバリア材料間に最大でも偶然の相互作用（溶解性又は
反応性）しか起こらないことを意味する。適当なバリア材料の例としては、希土類二ケイ
酸塩、例えばイットリウム、イッテルビウム、ルテチウム、スカンジウムその他の希土類
元素の二ケイ酸塩が挙げられるが、これらに限らない。
【００２３】
　一実施形態では、トップコート２０６がシール層２１０上に配置される。トップコート
２０６を用いて、遮熱（遮熱コーティング）、環境保護（環境バリア皮膜）又はこれら機
能の組合せを達成することができる。適当なトップコート材料の選択は、物品が曝露され
る環境の種類、下側の皮膜及び基材の組成、処理コスト、その他の周知の因子に依存する
。一実施形態では、トップコート２０６はセラミック材料である。多種類のセラミック材
料が遮熱皮膜及び／又は環境バリア皮膜として機能することが知られており、これらの材
料には、ケイ酸塩、アルミノケイ酸塩及びイットリア安定化ジルコニアがあるが、これら
に限らない。一実施形態では、トップコート２０６は希土類一ケイ酸塩及び／又は希土類
二ケイ酸塩を含有し、特定の実施形態では、トップコート２０６は、希土類一ケイ酸塩の
外層及び希土類二ケイ酸塩の内層からなる二層皮膜である。これらの一ケイ酸塩及び二ケ
イ酸塩材料と関連した希土類元素は、一実施形態では、イットリウム、イッテルビウム、
ルテチウム及びスカンジウムの１つ以上を含む。特定の実施形態では、外層が一ケイ酸イ
ットリウムであり、内層が希土類二ケイ酸塩である。
【００２４】
　上述した種々の皮膜層の厚さは、一般に、熱応力を持続可能なレベルに保ちながら、適
正な保護を所定の使用時間維持するように選択する。さらに、皮膜厚さは、選択したコー
ティング法が堆積区域に連続層を形成する能力によっても決められる。種々の皮膜につい
ての適切な厚さは、限定するわけではないが、例えば下記の範囲、シール層については約
２５μｍ～約１５０μｍ、ボンドコートについては約７５μｍ～約１２５μｍ、中間層に
ついては約５０μｍ～約１００μｍ、トップコートについては約５０μｍ～約２５０μｍ
の範囲である。上述した二層トップコートの実施形態では、一ケイ酸イットリウムの外層
を、例えば約２５μｍ～約５０μｍとすることができる。
【００２５】
　上述した皮膜（コーティング）は、当業界で周知の被覆法を用いて堆積することができ
る。本発明の実施形態は、通常皮膜に相当量のクラック及び内部開口気孔を残すような皮
膜堆積方法を用いる場合に特に有利である。このような特徴を持つ皮膜を生成する汎用の
被覆法の例としては、プラズマ溶射法及びスラリー被覆法がある。このような場合、シー
ル層が存在すれば、皮膜の気密性を著しく高め、したがって皮膜の保護効率を高める作用
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をなす。
【００２６】
　シール層の自己封止性を促進するために、シール層を、シール層の少なくとも一部が流
動するシール温度（前記）に加熱する。すると、流動可能部分がクラック及び気孔中に流
入し、凝固すると、これらの欠陥（存在すれば、環境からの水蒸気などの有害種が基材に
侵入する通路となる）を封止して塞ぐ（なくす）。皮膜の性質、加工の経済性その他の因
子に応じて、加熱工程は、シール層の堆積直後に行っても、最終物品を使用用途に設置す
る前であればすべての皮膜を堆積し終わった後に行ってもよく、或いは使用温度が十分に
高ければ、使用中に行ってもよい。
【００２７】
　シール温度は、流動性材料が欠陥に到達し、欠陥を少なくとも部分的に充填するか塞ぐ
のに有効な時間維持する。この目的を達成するのに必要な時間の長さは、通常、封止すべ
き欠陥の数及び性質、シール層に得られる流動性材料の量に基づいて、選択する。一実施
形態では、シール層を約９００℃～約１３５０℃のシール温度に約３０分～約１０時間の
期間加熱し、別の実施形態では、約３０分～約４時間の期間加熱する。一実施形態では、
温度は約３０分～約４時間の期間約９５０℃～１０５０℃の範囲にあり、別の実施形態で
は、温度は同じ範囲の期間約１３５０℃である。皮膜を封止する加熱工程は、加熱される
種々の材料（即ち基材及び存在するなら他の皮膜層）の要件に少なくとも部分的に依存す
るが、空気、真空、不活性雰囲気、その他の環境で行うことができる。
【００２８】
　本発明の実施形態により物品２００を形成する方法は、基材２０２上にシール層２１０
を配置し、前述した通りにシール層２１０を加熱する工程を含む。特定の実施形態では、
ボンドコート２０４を基材の上かつシール層２１０の下に配置する。特定の実施形態では
、トップコート２０６をシール層２１０上に配置する。前述したように、中間層（図示せ
ず）をボンドコート２０４とシール層２１０間に配置してもよい。
【実施例】
【００２９】
　実施例１
　炭化ケイ素セラミック母材複合基材を被覆した。基材にケイ素ボンドコートをプラズマ
溶射し、次いで組成：６２モル％ＳｉＯ２－１３モル％Ａｌ２Ｏ３－２５モル％ＲＥ２Ｏ

３（この場合のＲＥはイットリウム）の希土類アルミノケイ酸塩シール層をプラズマ溶射
した。溶射後の基材を切断し、金属顕微鏡で調べ、微細クラック網をアルミノケイ酸塩層
全体にわたって観察した。次に被覆基材を空気中１０２５℃で４時間、さらに１３１５℃
で１０時間熱処理した。熱処理済み試料を切断し、金属顕微鏡で調べたところ、熱処理前
には見えていた微細クラック網が熱処理後には見えなかった。このことは、熱処理工程中
にクラックが封止されたことを示唆する。空気透過度試験で、熱処理後のアルミノケイ酸
塩層の空気透過度が溶射したままの状態で測定した透過度より１０倍以上低いことが認め
られ、皮膜の気密性が向上していることが実証された。
【００３０】
　実施例２
　プラズマ溶射の堆積法を用いて、二ケイ酸イットリウムの第１層（名目厚さ約１００μ
ｍ）、実施例１に記載した希土類アルミノケイ酸塩の第２層（名目厚さ約７５μｍ）及び
二ケイ酸イットリウムの第３層（名目厚さ約１７５μｍ）からなる多層皮膜アセンブリを
作製した。空気透過度試験で、１３１５℃で１０時間の熱処理後の多層皮膜アセンブリの
空気透過度が溶射したままの状態で測定した透過度より１０倍以上低いことが認められ、
皮膜の気密性が向上していることが実証された。
実施例３
　プラズマ溶射の堆積法を用いて、二ケイ酸イットリウムの第１層、実施例１に記載した
希土類アルミノケイ酸塩の第２層、二ケイ酸イットリウムの第３層、及び一ケイ酸イット
リウムの第４層からなる多層皮膜アセンブリを作製した。第１～第３層の名目厚さは約７
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験で、熱処理（実施例１と同じ）後の多層皮膜アセンブリの空気透過度が溶射したままの
状態で測定した透過度より１０倍以上低いことが認められ、皮膜の気密性が向上している
ことが実証された。
【００３１】
　実施例４
　この実施例は、シール層が下側のケイ素含有層の劣化を遅延させるのに有効なことを実
証する。３つの炭化ケイ素－炭化ケイ素セラミック母材複合試料に、ボンドコートとして
ケイ素を名目厚さ約１００～１２５μｍにプラズマ溶射で被覆した。第１試料は、名目厚
さ約１７５～２００μｍの二ケイ酸イットリウムの層をプラズマ溶射で被覆した。第２試
料は、名目厚さ約７５～１００μｍの二ケイ酸イットリウムの第１層、名目厚さ約７５～
１００μｍの実施例１の希土類アルミノケイ酸塩の介在（シール）層、及び名目厚さ約１
７５～２００μｍの二ケイ酸イットリウムの外層をプラズマ溶射で被覆した。第３試料は
、名目厚さ約５０～７５μｍの一ケイ酸イットリウムの外層を追加した以外は、第２試料
と同様の層構成を用いて、プラズマ溶射で被覆した。３つの試料を、９０％水蒸気／１０
％酸素の環境中で１３１５℃／２時間の曝露サイクルに多数回曝露した。５００時間の曝
露後、試料を切断し、金属顕微鏡で微細組織について調べ、またケイ素ボンド層とその上
の二ケイ酸イットリウム層の界面に形成される酸化物スケールの厚さを測定した。第１試
料のケイ素ボンドコートは、厚さが第２及び第３試料について測定した値より５倍程度大
きい酸化物層を有し、このことから、第２及び第３試料におけるシール層の存在により優
れた気密性が達成され、環境由来種の侵入によるボンドコート劣化を格段に阻止すること
が実証された。
【００３２】
　ここでは本発明のいくつかの特徴だけを具体的に示し説明したが、当業者には多くの変
更や改変が想起できるであろう。したがって、特許請求の範囲は、このような変更例や改
変例を本発明の要旨の範囲に入るものとして包含する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】当業界で汎用されている三元組成図として描いたアルミナ／シリカ／希土類酸化
物組成図であり、本発明の実施形態による特定組成を明示する。
【図２】本発明の一実施形態の物品の線図的断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　２００　物品
　２０２　基材
　２０４　ボンドコート
　２０６　トップコート
　２１０　シール層
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